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自転車マナーアップ対策
令和８年５月１日（金）から３１日（日）までの間

自転車も のれば車の なかまいり
〇 新たな自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上
〇 自転車整備点検の促進
〇 自転車のヘルメット着用の推進
〇 自転車損害賠償責任保険等の加入促進
「自転車安全利用五則」を実践しよう！
１ 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
３ 夜間はライトを点灯
４ 飲酒運転は禁止
５ ヘルメットを着用

警察がメールや各種ＳＮＳで警察手帳や逮捕状をアップ
したり、
インターネットバンキングで口座を開設するように指示
することは絶対にありません！！警察がお金やキャッ
シュカードを要求することは絶対にありません！不審な
電話がかかってきたら、話を鵜呑みにすることなく、一
旦切って、家族や警察に相談しましょう。

こんな警察官はいない！

特殊詐欺に注意

３月19日付で着任いたしました、大磯警察署長の山口と
申します。どうぞよろしくお願いいたします。
大磯警察署管内は、平成３０年から令和２年までの間、
刑事課長として勤務した大変思い出深い場所であり、再
び勤務できることを大変光栄に感じております。
地域住民の皆様が、安全・安心を実感できるよう、治安
の要として、しっかりと警察活動を展開していきたいと考
えております。特に、地域住民の方々の身近で発生する
犯罪や交通事故などには、地域住民の皆様に寄り添い、
署員一体となって取り組んで参ります。
今後とも、大磯警察署の諸活動に
ご理解とご協力の程、よろしくお願い
いたします。
大磯警察署長 山口浩二
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